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ないという現実には､別の問題も指摘されている｡それは改革以前の教育内容がしばしばそのま

ま 3年課程に移され､次の段階の専門課程における教育内容との合理的な分離がなされていない

という点である｡ そのため､新しい 3年のラウレア課程の意義を積極的に学生が兄いだせないと

い う結果を生んでいる｡このことは､ラウレア取得者が次の2年間の専門課程に進学する率の高

さに表れている｡ その率は平均的には 65%､科目によっては 90%近い率を示している｡3年間

のラウレア取得者の多くが次の専門課程で勉学を続けるとすれば､3+2の二つのサイクルの改革

の意義は無意味になる危険性がある(Trombetti,p.47)｡

実際､改革批判の大部分は､この 3年のラウレア課程に対するものである｡ラウレア取得が明

確に職業構造に一致していないために､より高度な能力を要求しようとする労働市場に合わせて､

学生たちは勉学を延長する傾向にある｡教師の側も､3年間のラウレア課程では十分な教育がで

きず､労働界の要求に適合する教育ができないと主張してきたのである (Trombetti,p.48,及び

Ildibattito,p.131)｡

こうした主張はイタリアのみならず､ボローニヤ ･プロセスを受け入れた大学の各国に見られ

るものであって､その対応策として大学に設置された課程が第一レヴェルと第二レベルのマスタ

ー課程である｡本来は､この過程もボローニヤ ･プロセスに沿って設置されるものであり､同プ

ロセスの加盟国との協同関係や EHEAにおける労働界の資格互換性などから見ても､期待されて

いた｡実際､このマスター過程には多くの学生が登録したが､近年のデータを見る限り､マスタ

ー取得が職業的利益に直結しているとは言えない状況である｡

こうした大学教育と労働界の必要を合致させるには､次の三つの活動が必要とされている｡ ま

ず､大学のカリキュラムに労働界に必要とされる知識､すなわち情報処理や言語能力などの知識

を導入すること｡ 企業内教育や訓練を大学の教育課程にクレディトを付与して設置すること｡ こ

れらの課程について､労働界の代表や専門家と相談し承認を得る必要があること｡ これらの活動

を通じて､他国に比べてイタリアが遅れてきた改革を調整する必要がある(Trombetti,p.49)｡

6.大学人学資格と入学試験

初中等教育の学校段階は､小学校(Scuolaelementare)が6歳から11歳までの5年間､前期中

等学校(Scuolamediainferiore)が 11歳から14歳までの3年間､後期中等学校(Scuolamedia

superiore)が 14歳から19歳までの 5年間で､義務教育は後期中等学校の前半､16歳までとなっ

ている｡ヨーロッパの他の諸国では後期中等教育を終えて高等教育に入るのがおおむね 18歳で

あるのに対して､イタリアは 19歳で 1年遅くなっている(Dei,p.118)｡

大学-の入学資格は､後期中等学校の修了資格(Diploma)であり､これがフランスのバカロレ

ないという現実には､別の問題も指摘されている.それは改革以前の教笥内容がしばしばそのま

ま3年耽程に移され､次の段膿の中門視程における教育内容との合理的な分離がなされていない

という点であるoそのため､新 しい3年のラクレア瓢程の意義をfi-1極的に学生が兄いだせないと

いう結光を生んでいる｡このことは､ラウレア取得者が次の 2年間の野門裸程に進学する率の高

さに穀れている｡その率は平均的には 65%､科目によっては 90%近い率を示 している｡3年FF'FJ

のラウレア収得者の多くが次の専門部ミ桂で勉等をgLけるとすれば､3+2の二つのサイクルの改革

のFLT掛 ま無宕味になる危険性がある(Trombettl,p47)｡

実際､改革批判の大部分は､この 3年のラウレア取程に対するt)のである｡ラウレア取符が明

確に職業構造に-致していないために､より高度な能力を要求しようとする男働pJl場に合わせて､

学生たちは勉学を延長する傾向にある｡教師の側も､3年rliJのラウレア陳提では十分な教育がで

きず､労働卯の要求に適合する教育ができないと主張してきたのである (Trombettl,p48,及び

IldlbattltO,p131)a

こうした主張はイタリアのみならず､ボローニヤ ･プロセスを受け入れた大学の各国に見られ

るものであって､その対応策として大学に殻'正された裸程が第-レグェルと第二レ-ルのマスタ

一秋程である｡本来は､この過程もボローニヤ ･プロセスに沿って設'Rされるものであり､同プ

ロセスの加盟国との協同関係や EHEAにおける労働外の資格互換性などから見ても､期待されて

いた｡実際､このマスター過程には多くの学生が三菱録したが､近年のデータを見る限り､マスタ

ー収得が職英的利掛 こ直結 しているとは言えない状況である｡

こうした大学教育と労働界の必嬰を合致させるには､次の三つの活動が必安とされているoま

ず､大学のカリキュラムに労働外に必要とされる知織､すなわち竹報処理や言語能力などの知識

を導入すること｡企英内教育や訓練を大学の教育視程にクレディ トを付与して設JHすること｡こ

れらの秋岸について､労働界の代表や専門家と相談 し承認を彬る必嬰があること｡これらの活動

を通じて､他国に比べてイタリアが遅れてきた改革を調整する必要がある(Trombettl,p49)｡

6 大学人学資格と入学試験

初中等教育の学校段階は､小学校(Scuolaelementare)が6妄麦から11故までの 5年Fij】､前期中

等学校(Scuolamedlalnrer10re)が 11歳から14歳までの3年間､後期中等学校(Scuolamedla

superlOre)が 14歳から19歳までの 5年間で､耗耕教育は後)g)中等学校の前半､16歳までとなっ

ている｡ ヨーロッパの他の諸国では後期中等教育を終えて高等教育に入るのがおおむね 18昌策で

あるのに対して､イタリアは 19歳で 1年遅くなっている(Del,pl18)｡

大学-の入学資格は､後脚中等学校の修了資格(Dlploma)であり､これがフランスの-カロレ

ないという現実には､別の関越も指摘されている.それは改革以前の教笥内容がしばしばそのま

ま 3年秋程に移され､次の段膿の中門裸程における教育内容との合理的な分離がなされていない

という点である｡そのため､新しい3年のラウL/ア駅良の窓弟をfl-1棲的に学生が兄いだせないと

いう結火を生んでいる｡このことは､ラウレア取得者が次の 2年F711の矧jrl耽掛 こ進学する率のFr.

さに表れているOその率は平均的には 65%､科目によっては 90%近い率を示 している｡3年間

のラウレア牧村者の多くが次の専門課程で勉学を続けるとすれば､3+2の二つのサイ//ルの改革

の芯掛 ま無宕味になる危険性がある(Trombettl,p47)｡

実際､改革批判の大部分は､この 3年のラウレア秋程に対するものである｡ラウレア取得が明

確に職業構造に一致していないために､よりF.I)度な能力を要求 しようとする男働市場に合わせて､

学生たちは勉学を延長する傾向にある｡教師の側も､3年rLSlのラウレア況桂では十分な教育がで

きず､労働非の要求に適合する教育ができないと主張 してきたのである (Trombettl,p48,及び

Ild】battltO,p131)｡

こうした主張はイタリアのみならず､ボローニヤ ･プロセスを受け入れた大学の各国に見られ

るものであってtその対応策として大学に殻i出された課程が第- レグェルと第二レベルのマスク

一秋程である｡本来は､この過程もボローニヤ ･プロセスに沿って設'Bされるものであり､同プ

ロセスの加盟国との協同憐】係や EHEAにおける労働界の資格互換性などから見ても､期待されて

いた｡実際､このマスター過程には多くの学生が三菱録 したが､近年のデータを見る限り､マスタ

ー取得が職英的利益に直結 しているとは言えない状況である｡

こうした大学教育と9;働界の必要を合致させるには､次の三つの活動が必要とされているoま

ず､大学のカリキュラムに労働糾 こ必要とされる知織.すなわち竹朝処轡や言語能力などの知頂

を導入すること｡企菓内教育や訓練を大学の教育frmt程にクレディトを付与して設把すること｡こ

れらの耽掛 こついて､労働界の代表や専門家と相談し承認を科る必嬰があることbこれらの活動

を通じて､他国に比べてイタリアが遅れてきた改革を調盤する必要がある(Trombettl,p49).

6 大学人学資格と入学試験

il)lP等教育の学校段階は､小学校(Scuolaelementare)が6歳から11歳までの5年rM､前期中

等学校(Scuolamedlalnfer10re)が 11歳から14歳までの3年間､後期中等学校(Scuolamedla

superlOre)が 14歳から19歳までの 5年間で､義務教育は後Igl中等学機の前半､16歳までとなっ

ている｡ ヨーロッパの他の諸国では後期中等教育を終えて高等教育に入るのがおおむね 18妄策で

あるのに対して､イタリアは 19歳で 1年遅くなっている(Del,pl18)｡

大学-の入学資格は､後脚中等学校の修了資格(Dlploma)であり､これがフランスの-カロレ
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ア､ ドイツのアビトゥアに相当する大学人学資格(Maturitaりとなる｡

従来は､このマ トウリタさえ取得すればすべての大学のすべての学部に登録して勉学できたが､

近年は大学の大衆化が進んで､少人数教育が必要な学部にも登録者が殺到 したため､医学 ･外科

学部､獣医学部､建築学部では入学試験がおこなわれることとなった｡この傾向は拡大されつつ

あり､他の学部でも入学試験をおこなうところが現れている｡

このため､学習権の問題が浮上している｡機会の平等の観点から､高等教育-のアクセスは学

習権の保証をするために完全に自由化されるべきであるとの立場と､教育要求に応 じた高等教育

構造の多様化を主張する立場との間で論争がおこなわれている｡実態はマス化 しているにもかか

わらず､大学は依然としてエリー ト養成の構造と機能を維持 している現状が､この問題の背景に

ある(Trombetti,p.50)｡

7.大学教員の職階構造と年齢構成

従来､イタリアの大学教員は､数少ない正教授(professoreordinario)のみが完全な権限を持ち､

数多くの非常勤教授に相当する員外教授 (professoreincaricato)や助手(assistente)などによっ

てその教育活動が支えられてきた｡

そ うした伝統的な職階構造が最初に改革されたのは､1980年の法令 (DPR382)によってであ

る｡

これによって､従来の員外教授以下が廃止 されるとともに､正教授､准教授 (professore

associato)､研究員(ricercatore)の三層構造が採 られることとなった｡この三職階が正規の教員

(docentidiruolo)で､これ以外に非常勤に相当する契約教授(professoreacontratto)や期間研究

負 (ricercatoreintempodeterminato)などの非正規教員 (docentidinonruolo)が存在する

(Rossi,p.150)｡

正規教員の最下層に位置する職階は､研究員の名称が与えられているが､実際上は教育にも従

事しており､日本流に言 うと講師に相当する｡

正規教員は2009年末の段階で約 6万人､前年の2008年段階では6万 3千人弱であったから､

2千人程度減少 した｡しかし､この 10年間ほどの推移を見ると若干の増減はあるもののほぼ一貫

して増加 してきた｡1999年の段階では約 5万人であり､10年間で 2割の増加である｡ このうち

95%が国立の大学もしくは相当の高等教育機関に勤務している｡

ア､ ドイツのアビトゥアに相当する大学人学資格(Maturlta■)となる｡

従来は､このマ トウリタさえ取得すればすべての大学のすべての学部に登録 して勉学できたが､

近年は大学の大衆化が進んで､少人数教育が必要な学部にも登録者が殺到したため､医学 ･外科

学部､獣医学部､建築学部では入学邪教がおこなわれることとなった｡この傾向は拡大されつつ

あり､他の学部でも入学試験をおこなうところが現れている｡

このため､学習権の間越が浮上 している.機会の平等の観点から､F"i琴教育-のアクセスは学

習権の保証をするために完全に自由化されるべきであるとの立場と､教笥要求に応 じたFf,等教育

構造の多様化を主張する立場とのF'2j｢ぐ論争がおこなわれている｡実態はマス化しているにもかか

わらず､大学は依然としてエ リー ト養成の構造と機能を維持 している現状が､この間勉の背iT(に

ある(Trombettt,p50)｡

7 大学教員の職階構造と年齢構成

従来､イタリアの大字教員は､数少ない正教授(professoreordlnarlO)のみが完全な権限を持ち､

数多くの非駕助教授に相当する員外教授(proressorelnCarlCatO)や助亭(assIStente)などによっ

てその教育活動が支えられてきた｡

そうした伝統的な職階構造が応初に改革されたのは､1980年の汝令(DPR382)によってであ

る｡

これによって､従来のfl外教授以下が廃止 されるとともに､正教授､11t教授(professore

assoclatO)､研究員(rlCerCatOre)の三層桃進が採られることとなったoこの三職階が正規の教員

(docentldlruOlo)で､これ以外に非箱肋に相当する契約教授(professoreacontratto)や期間研究

員 (rlCerCatOrelntempodetermlnatO)などの非正規教員(docentldlnOnruOlo)が存在する

(Rossl,p150)0

正規教f:1の成下屑に位JRする職階は､研究ilの名称が与えられているが､実際上は教育にも従

事しており､日本流に言 うと講師に相当する.

正規教員は 2009年末の段階で約 6万人､前年の2008年段階では6万3千人弱であったから､

2千人転座減少 した｡しかし､この 10年FZIJほどの推移を見ると岩千の増減はあるもののほぼ-許

して増加 してきた｡1999年の段階では約 5万人であり､10年間で21#Jの増加である｡このうち

95%が国立の大学もしくは相当の高等教笥機関に勤務 しているO

ア､ ドイツのアビトゥアに相当する大学人学資格(Maturlta■)となる｡

従来は､このマ トウリタさえ取得すればすべての大学のすべての学部に登録 して勉学できたが､

近年は大学の大衆化が進んで､少人数教育が必嬰な学部にも登録者が殺到したため､医学 .外科

学部､獣医学部､建築学部では入学部験がおこなわれることとなった｡この傾向は拡大されつつ

あり､他の学部でも入学試験をおこなうところが現れている｡

このため､学習権の間粒が浮上しているO機会の平等の観点から､F:.S等教育-のアクセスは学

習権の保証をするために完全に自由化されるべきであるとの立場と､教笥要求に応 じた高等教育

構造の多様化を主･l長する立場Lとの問で論争がおこなわれている｡実態はマス化しているにもかか

わらず､大学は依然としてエ リー ト本成の椛迫と機緒を維持 している現状が､この間越の背光に

ある(Trombettl,p50)｡

7 大学教員の職階構造と年齢構成

従来､イタリアの大学数11は､数少ない正教授(professoreordlnano)のみが完全な権限を持ち､

数多くの非常勤教授に相当する貝外教授(professorelnCarlCatO)や助亭(assIStente)などによっ

てその教育活動が支えられてきた｡

そうした伝統的な職階構造が位初に改革されたのは､1980年の法令(DPR382)によってであ

るO

これによって､従来のfl外教授以下が廃止 されるとともに､正教授､准教授(professore

assoclatO)､研究員(rlCerCatOre)の三層構造が採られることとなったoこの三職階が正規の教員

(docentldlruOlo)で､これ以外に非箱助に相当する契約教授(professoreacontratto)や期問研究

良(rlCerCatOrelntempodetermlnatO)などの非正規教員(docentldlnOnruOlo)が存在する

(Rossl,p150)｡

正規教員の戚下屑に位fEtする職階は､研究Dの名称が与えられているが､実際上は教育にt)従

解 しており､日本流に言 うと冨符節に相当する｡

正規教員は 2009年末の段階で約 6万人､前年の2008年段階では6万3千人弱であったから､

2千人程度減少 した｡しかし､この 10年僻目まどの推移を見ると若干の増減はあるもののほぼ-irl

して増加してきた｡1999年の段階では約 5万人であり､10年間で2割の増加である｡このうち

95%が国立の大学もしくは相当の両等教笥機関に勤務している.
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この特徴は､年金の受給年齢とも無関係ではない｡年金制度はしばしば改革されて複雑な制度

となっており､1980年以後の基本的な年金受給年齢は65歳であるが､正･準教授は3年間の ｢特

任 fuoriruolo｣期間が定められていた｡さらに､国家公務員の管理職には2年間の延長が可能で

あったため､正 ･準教授は最大 70歳まで勤務が可能であった｡また､1980年以前に教授職にあ

った者は70歳の受給年齢に上記の5年間の延長が可能となり､75歳まで勤務できた｡研究員の

場合は､67歳が定年とされた(Trombetti,p.499)｡

しかし､2005年の法律 (230法)によって､特任が廃止されて定年を70歳に定めた｡ただ､

この法律は十分に適用されなかったため､結果的には特任のみが廃止されただけで､公務員とし

ての2年間の延長などは各大学の自治に任されることとなった｡自治に任されるというのは､す

なわち大学の財政に依存することを意味するから､実質的には2年の延長も認められない場合が

多いようである｡

そのため､現状では一応 65歳の定年を基準としているものの､正 ･准教授の場合は 230法の

適用を受けて 70歳まで定年延長が可能となっている｡

以上は正規教員の場合であるが､非正規教員もまた非常に数が多く､5万人以上が契約教員と

見なされており､正規教員の数に近い｡この契約教員の多くは､大学などの学術の世界以外の人

員であるが､正規教員が他大学で非常勤をおこなう場合もある｡CNVSUの分析では､契約教員

の六割が学術界以外の人物とされており､5万人中 3万人が学術界以外､2万人が他大学教員と

考えられる｡ 国立大学では正規教員のほうが数が多いが､非国立大学では契約教員が非常に多く､

正規教員数をうわまわり､これらの契約教員によってラウレア課程の教育の大部分が担われてい

ることになる｡そのため､近年､各学科課程の正規教授数を定めた ｢最低基準requisitiminimi｣

が公布されるに至った｡

前述のように､研究 ドクター学位を取得してから研究員になるまでに長期間を要する状況を改

善するために､1998年以後､大学と研究 ･教育能力を持つ者との間で契約を結んで､最大 4年

間 (さらに4年間延長可能)な研究手当を付与する制度が始まった｡これは実質的には､研究 ド

クター学位を持ちながら正規職員になれない者-の救済措置の意味を持つ｡ 実際､1998年から

2007年までの約 2万 3千人の手当被給者は､その約半数が研究 ドクター学位の保持者であった

と見なされるが､現在､約 30%が大学の正規教員､その八割は研究員となっている｡ 平均年齢は

33歳である｡ (Trombetti,p.502)

この特徴は､年金の受給年齢とも矧娼係ではない.年金制度はしばしば改革されて複雑な制度

となっており､1980年以後の基本的な年金受給年齢は65歳であるが､正 ･準教授は3年間の ｢特

任 fuorlruOlo｣)Qlrf郡が定められていたOさらに､国家公務員の管理職には2年間の延長が可能で

あったため､正 ･碓教授は盛大 70去箕まで勤務が可能であった｡また､1980年以前に教授職にあ

った者は 70歳の受給年齢に上記の 5年間の延長が可能となり､75歳まで勤務できた｡布け究貝の

場合は､67歳が定年とされた(Trombettl,p499)｡

しかし,2005年の法律 (230法)によって､特任が廃止されて定年を70歳に定めた｡ただ､

この法律は十分に適川されなかったため､結炎的には特任のみが廃止されただけで､公務員とし

ての 2年間の延長などは各大学の自治に任されることとなったO自治に任されるというのは､す

なわち大草の財政に依存することを滋味するから､実質的には 2年の延長も認められない場合が

多いようである｡

そのため､現状では一応 65歳の定年を基準としているものの､正 ･准教授の場合は 230法の

適用を受けて 70歳まで定年延長が可能となっている｡

以上は正規数日の場合であるが､非正規教員もまた非箱に数が多く､5万人以上が契約数51と

見なされており､正規敏口の数に近い｡この契約数貝の多くは､大学などの学術の世卯以外の人

員であるが､正規教員が他大学で非補助をおこなう勘合もある｡CNVSUの分析では､契約数臼

の六割が学術淋以外の人物とされており､5万人中 3万人が学術淋以外､2万人が他大学教員と

考えられる｡国立大学では正規教11のほうが数が多いが､非国立大学では契約数Ljが非常に多く､

正規教員数をうわまわり､これらの契約教員によってラウレア1況塩の敬弔の大部分が担われてい

ることになるQそのため､近年､各学科裸程の正規教授数を定めた rLJbL低基準 requlSltlmlnlmL｣

が公布されるに至った｡

前述のように､研究 ドクター学位を取得 してから研究員になるまでに長糊間を姿する状況を改

善するために､1998年以後､大学と研究 ･教育能力を持つ者との問で契約を結んで､応大 4年

間 (さらに4年間延長可維)な研究手当を付与する制度が始まった｡これは実質的には､研究 ド

クター学位を持ちながら正規職員になれない者-の救済措匹の意味を持つo実際､1998年から

2007年までの約 2万 3千人の手当被給名は､その約半数が研究 ドクター学位の保持者であった

と見なされるが､現在､約 30%が大学の正規致fl､その八割は研究員となっている｡平均年齢は

33歳であるo(Trombettl,p502)

この特徴は､年金の受給年齢とも矧尖1係ではない.年金制度はしばしば改革されて複雑な制度

となってお り.1980年以後の基本的な年金受給年齢は65歳であるが､正 ･碓教授は3年間の ｢特

任 fuorlruOlo｣)卯rF'flが定められていた.さらに､国家公務員の管理職には2年fltllの延長が可能で

あったため,正 ･碓教授は)泣大 70歳まで勤務が可能であった｡また､1980年以前に教授職にあ

った者は 70歳の受給年齢に上記の 5年間の延長が可能となり､75歳まで勤務できた｡研究員の

場合は､67歳が定年とされた(TrolllbettL,p499)o

Lかし,2005年の法律 (230法)によって､特任が廃止されて定年を 70歳に定めた｡ただ､

この法律は十分に適川されなかったため､結巣的には特任のみが原止されただけで､公務員とし

ての 2年間の延長などは各大学の自治に任されることとなったO自治に任されるというのは､す

なわち大学の財政に依存することを芯味するから､実質的には 2年の延長も認められない場合が

多いようである｡

そのため､現状では一応 65歳の定年を並畔としているものの､正 ･准教授の場合は 230法の

適用を受けて 70積まで定年延長が可能となっている｡

以上は正規教flの場合であるが､非正規教員もまた非常に数が多く､5万人以上が契約数貝と

見なされており､正規教員の数に近い｡この契約数ilの多くは､大学などの学術の他罪以外の人

Llであるが,正規教員が他大学で非絹勘をおこなう月数合 もある｡CNVSUの分析では､契約数臼

の六割が学術堺以外の人物とされており.5万人中 3万人が学術非以外､2万人が他大学教flと

考えられる｡国立大学では正規教Dのほうが数が多いが､非国立大学では契約数貝が非常に多く､

正規教員数をうわまわり､これらの契約教員によってラウレア1況操の教育の大部分が担われてい

ることになるCそのため､近年､各学科裸程の正規教授数を定めた r応低基準 requlSltlmlnlmlJ

が公布されるに至った｡

前述のように､研究 ドクター学位を取得 してから研究員になるまでに長州間を嬰する状況を改

轟するために､1998年以後､大学と研究 ･教育推力を持つ者との問で契約を結んで､尾大 4年

間 (さらに4年間延長可能)な研究手当を付与する制度が始まった｡これは実質的には.研究 ド

クター学位を持ちながら正規職員になれない者-の救済措位の意味を持つD実際､1998年から

2007年までの約 2万 3千人の手当被給者は､その約半数が研究 ドクター学位の保持者であった

と見なされるが､現在､約 30%が大学の正規教員､その八割は研究flとなっている｡平均年齢は

33歳であるO(Trombettl,P502)
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8.大学教員の資格と任用方法

すでに述べた正教授､准教授､研究員の三段階の職階は､研究員から正教授-の ｢飛び級｣も

ないことはないが､基本的に各段階を昇っていくものとされる｡ただし､本質的に日本のような

｢昇任｣とい う考え方はなく､各段階ごとの任用試験に合格することで段階を昇る｡ この任用試

験をコンコルソ (concorso,コンクール)と称する｡

最近に至るまで､コンコルソの受験資格､たとえば PhD に相当する学位などの教員資格のよ

うなものはなかったが､現在進行中の改革では変化 しつつある｡この点は後述する｡

以前は､大学教員の任用は国家コンコルソによって決定されていた｡この国家コンコルソは､

唯一の国家コンコルソ委員会によって 2年ごとに学術 ･教科分野に応 じた募集の公布がおこなわ

れ､五七歳以下の者が応募できるとい うものであった｡

しかし､この旧来の任用システムは十全に機能しなかったため､1998年に重要な改革 (210法)

がおこなわれた｡各大学に生じた教員の空席を埋める権限と教員の任命権が各大学に委譲された

のである｡教員に空席が生じた大学は､自らコンコルソを布告し､志願者を招集 して適任者を決

定することができるようになった(Rossi,p.164)｡

しかし､この大学ごとのコンコルソは､逆に任用の地方化 とい う新たな問題を生んだ｡イタリ

ア社会に特徴的なネポティズモ (身内びいき)がそれに拍車をかけたようである｡正教授のコン

コルソの最終勝利者や ｢適格者｣ (選考で資格ありと認められた者)の中では､約 90%が同じ大

学で准教授のような既に職に就いている教師であったし､准教授の場合には､4人に 3人がすで

にその大学であるいは ｢適格者｣ とされた大学で研究員職に就いている者であったのである

(Trombetti,p.504-5)｡

このような地方化を排除するために､ふたたびコンコルソの国家化 ともい うべき改革が､2005

午 (230法)におこなわれようとした(Gentile,p.48,p.142)｡すなわち､かつてのような志願者

の比較評価を定める国家コンコルソ委員会を設置して､この委員会が ｢適格者｣のリス トを作 り､

そのリス トから各大学が採用するとい うものであった｡また､研究員に関しては､2013年までは

非常勤研究員のためのコンコルソを継続するが､それ以後は 4年間 (さらに4年間延長可能)の

定時契約研究員のみ残すこととした｡したがって､正規職員になっていない研究員は 8年間の間

に､正規の研究員か准教授のコンコルソに勝ち残 らない限り､大学で生きていくことはできない

とい うものであった｡

このため､教員任用における大学自治の後退や若手教員確保の不透明性のために､各大学の反

対も大きく､この法律は十分に実施されないままに､2009年 (1法)に見直しがおこなわれた

(Rossi,p.170)｡それによると､各大学のコンコルソ委員会のメンバー構成は､研究員のコンコ

8 大学教員の資格と任用方法

すでに述べた正教授､Flた教授､研究flの三段階の職階は､研究Dから正教授-の r飛び級｣も

ないことはないが､並木的に各段階を昇っていくものとされる｡ただし､本質的に日本のような

｢5-[任｣という考え方はなく､各段階ごとの任用釈験に合格することで段階を3-Jる｡この任用試

験をコンコルソ (concorso,コンクール)と称する｡

戚近に至るまで､コンコルソの受験資格､たとえば PhD に相当する学位などの教員資格のよ

うなものはなかったが､現在進行中の改革では変化しつつある｡この点は後述する｡

以前は､大学数貝の任用は国家コンコルソによって決定されていた｡この国家コンコルソは､

唯-の国家コンコルソ委員会によって2年ごとに学術 ･教科分野に応 じた募典の公布がおこなわ

れ､五七歳以下の者がFE:募芋できるというものであった｡

しかし､この旧来の任用システムは十全に機能しなかったため､1998年に重要な改革 (210法)

がおこなわれたo各大学に生 じた教員の空席を埋める権限と教員の任命権が各大学に委譲された

のである｡教11に空席が生じた大学は､自らコンコルソを布告 し､志願者を招兆 して適任者を決

定することができるようになった(Rossl,p164)｡

しかし､この大学ごとのコンコルソは､逆に任用の地方化という新たな関越を生んだ.イタリ

ア社会に特徴的なネポティズモ (身内びいき)がそれに柏非をかけたようである｡正教授のコン

コルソの戚終勝利者や r適格者｣ (選考で資格ありと認められた者)のEPでは､約 90%が同じ大

学でFll;教授のような既に暇に就いている教師であったし､准教授の葛,l-合には､4人に 3人がすで

にその大学であるいは ｢適格者｣とされた大学で研究員肺に勅こいている名であったのである

(Trombettl,p504-5)Q

このような地方化を排除するために､ふたたびコンコルソの国家化ともいうべき改革が､2005

年 (230法)におこなわれようとした(Gentlle,p48,p142)Oすなわち､かつてのような志願者

の比較評価を定める国家コンコルソ委員会を設'Eして､この委員会が ｢適格者｣のリス トを作り､

そのリス トから各大学が採用するというものであった｡また､研究ilに関しては､2013年までは

非乍;.;物研究員のためのコンコルソを継続するが､それ以後は4年間 (さらに4年間延長可能)の

定時契約研究11のみ残すこととした｡ したがって､正規職flになっていない研究Dは8年間のFZIJ

に､正規の研究員か准教授のコンコ/i,ソに勝ち枚らない限り､大学で生きていくことはできない

というものであったO

このため,教11任J削こおける大学自治の後退や若手教員確保の不透明性のために､各大学の反

対も大きく､この法律は十分に実施されないままに､2009年 (1法)に見直しがおこなわれた

(Rossl,p170)oそれによると､各大学のコンコルソ委員会のメンバー桃成は､研究員のコンコ

8 大学教員の資格と任用方法

すでに述べた正教授.Ffた教授､研究flの三段階の職階は､研究flから正教授-の r飛び級｣も

ないことはないが､基本的に各段階を昇っていくものとされる.ただし､本質的にlj木のような

｢夕子任｣という考え方はなく､各段階ごとの任用訳験に合格することで段階を昇る｡この任用献

験をコンコルソ (concorso,コンクー/L,)と称する｡

瓜近に至るまで､コンコルソの受験資格､たとえば PhD に相当する学位などの教fl資格のよ

うなものはなかったが､現在進行中の改革では変化 しつつある｡この点は後述する｡

以前は､大学数貝の任用は国家コンコルソによって決定されていたCこの国家コンコルソは､

唯一の国家コンコ′レソ委員会によって2年ごとに学術 ･教科分野に結､じた井炎の公布がおこなわ

れ､五七歳以下の省が応非できるというものであった.

しかし､この旧来の任用システムは十全に機能しなかったため.1998年に正要な改革 (210法)

がおこなわれた｡各大学に生 じた教員の空席をLiB!める権限と教員の任命権が各大学に委譲された

のである｡教11に空席が生じた大学は､自らコンコルソを布告 し､志廠者を招兆 して適任者を決

定することができるようになった(ftossl,p164)c

Lかし､この大学ごとのコンコルソは､逆に任用の地方化という新たな関越を生んだ｡イタリ

ア社会に特徴的なネポティズモ (身内びいき)がそれに柏非をかけたようである｡正教授のコン

コルソの股終勝利者や r適格者｣ (選考でYf格ありと認められた者)のEPでは､約 90%が同じ大

学で准教授のような既に暇に就いている教師であったし､准教授の場合には､4人に 3人がすで

にその大学であるいは ｢適格者｣ とされた大学で研究員暇に就いている者であったのである

(Trombettl,p504-5)｡

このような地方化を排除するために､ふたたびコンコルソの国家化ともいうべき改革が､2005

辛 (230法)におこなわれようとした(Gentile,p48,p142)｡すなわち､かつてのような志願者

の比較附 h-を定める国家コンコルノ委員会新設了正して.この委員会が ｢適格者｣のリス トを作り.

そのリス トから各大学が採用するというものであった｡また､研究ilに関しては､2013年までは

非絹働 研究員のためのコンコルソを継続するが､それ以後は4年間 (さらに4年間延長可能)の

定時契約研究11のみ残すこととした｡ したがって､正規脚flになっていない研究Llは 8年問のFI51

に､正規の研究員か准教授のコンコルソに勝ち絞らない限り､大学で生きていくことはできない

というものであった.

このため､教員任用における大学自治の後退や若手教員掩保の不透明性のために､各大学の反

対も大きく.この法律は十分に実施されないままに､2009年 (1法)に見直 しがおこなわれた

(Rossl,p170)oそれによると､各大学のコンコルソ委員会のメンバー構成は､研究員のコンコ
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ルソでは､ポス トを公布した学部によって任命された一人の正教授ないし准教授と､公布対象学

問分野に属する教授から選ばれた委員 リス トの中からくじで選ばれた二人の正教授によって､正

･准教授のコンコルソでは､ポス トを公布した学部によって任命された一人の正教授と､当該学

問部門に属する正教授の中から選ばれた委員リス トからくじで選ばれた四名の正教授によって構

成されることになった｡これは､教員任用の地方化を避ける目的で始まった改革であったが､委

員に選ばれる人員が専門分野の限られた人員である上に､正教授主体の委員構成は､選出の公正

さなどを妨げる危険性が依然として指摘されていた (Trombetti,p.505)｡

また､この改革では､正規職員の人件費が基本財源の9割を超える大学については､コンコル

ソの布告もできず､新規採用もできないと定め､さらに､2011年までの 3年間は､退職正規教

員に必要であった財源の 5割の範囲内でのみ､新規教員の採用を認めた｡これは､教員数を削減

しないとすれば､若手の研究員や准教授の採用を増やす道しか大学に残されていないことを意味

した｡

ただ､全体としてみれば､国家コンコルソによって選出された ｢適格者｣の中から､各大学の

コンコルソによって最終的な選出がおこなわれる手順を明確化するとともに､若手の正規教員を

増加させる施策であったと考えられ､一種の折衷的な改革の方向性を示すものであったと言える

だろう｡

この一連の流れを踏まえて､昨年来､文部科学大臣ジェルミ-ニによって､大学全体のシステ

ムが大きく改革されることとなった｡この現在進行中の改革を定めた法律 (240法)の概略は後

述するが､教員の資格と任用に関しても大きな変革をもたらすものである｡

まず､基本的な国家コンコルソと大学コンコルソの共存は､それ以前の改革を受け継いでいる

が､国家コンコルソで資格付与するという方向が明確化された｡そのため､国家コンコルソに合

格した者に大学教授資格を意味する ｢アビリタツイオ-ネ abilitazione｣の資格が付与されるこ

ととなる｡ これは､コンクール方式を採っていたフランスが ｢アビリタシオン｣を導入して､ ド

イツ型の大学教授資格方式に転換したことの影響と考えられる｡

その手順は､それぞれの専門分野ごとの国家コンコルソが公布され､そのための国家委員会に

よって選考がなされる｡応募者の資格は明記されていないが､現状では研究 ドクター学位の取得

者でないと合格は困難と思われる｡ 合格者はアビリタツイオ-ネ資格者としてリス トに順序を付

けて掲載される｡ 各大学は必要な分野の人員をリス トの中から選んで､各大学ごとのコンコルソ

によって任用を決定する｡

また､一度アビリタツイオ-ネを取得した准教授は各大学でおこなわれる正教授のコンコルソ

に応募できることになっている｡もっとも数多い研究員については､従来 30代から40代にかけ

ルソでは､ポス トを公布 した学部によって任命された一人の正教授ないし准教授と､公布対象学

問分野に属する教授から選ばれた委員リス トの中からくじで選ばれた二人の正教授によって､正

･准教授のコンコルソでは､ポス トを公布 した学部によって任命された一人の正教授と､当昔亥学

問部門に属する正教授の中からi劉まれた委員 リス トからくじで選ばれた四名の正教授によって構

成されることになった｡これは､教員任用の地方化を避ける目的で始まった改革であったが､委

員に選ばれる人員が専門分野のFS戊られた人員である上に､正教授主体の委員構成は､選出の公正

さなどを妨げる危険性が依然として指摘されていた (Trombettl,p505)｡

また､この改革では､正規職員の人件抄が基本財源の9潮を超える大学については､コンコル

ソの布告もできず､新規採用もできないと定め､さらに､2011年までの 3年間は､退職正規教

員に必姿であった財脈の 5割の範囲内でのみ､新規数日の採用を認めた.これは､教Ll数を削減

しないとすれば､若手の研究Llや准教授の採用を増やす道 しか大学に残されていないことを意味

した｡

ただ､全体としてみれば､国家コンコルソによって選出された ｢適格者｣の中から､各大学の

コンコルソによって戚終的な選出がおこなわれる手順を明柵化するととt)に､若手の正規数日を

増加させる施策であったと考えられ､一種の折衷的な改革の方向性を示すものであったと言える

だろう｡

この一連の流れを騰まえて､昨年来､文部科学大臣シェル ミーニによって､大学全体のシステ

ムが大きく改革されることとなった｡この現在進行中の改革を定めた法律 (240法)の概略は後

述するが､教員の資格と任用に関しても大きな変革をもたらすものであるo

まず､基本的な国家コンコルソと大学コンコルソの共存は､それ以前の改革を受け継いでいる

が､国家コンコルソで資格付与するという方向が明捕化された｡そのため､国家コンコルソに合

格 した名に大学教授資格を意味する ｢アビリクツイオ-ネ abllltaZIOne｣の資格が付与されるこ

ととなる｡これは､コンクール方式を採っていたフランスが ｢アヒリタシオン｣を導入して､ ド

イツ型の大学数授資格方式に転換したことの影響と考えられる｡

その手順は､それぞれの専門分野ごとの国家コンコルソが公布され､そのための国家委員会に

よって選考がなされる｡応募者の資格は明記されていないが､現状では研究 ドクター学位の取稗

者でないと合格は困難と思われる｡合格者はアビリクツイオーネ資格者としてリス トに順序を付

けて掲赦されるo各大学は必嬰な分野の人員をリス トの中から選んで､各大学ごとのコンコルソ

によって任用を決定する｡

また､一度アピソクツイオーネを取補 した准教授は各大学でおこなわれる正教授のコンコルソ

に応募できることになっているoもっとも数多いGJF究員については､従来 30代から40代にかけ

ルソでは,ポス トを公布 した学部によって任命された一人の正教授ないし准教授と､公布対象学

問分野に属する教授から選ばれた萎flリス トの中からくじで選ばれた二人の正教授によって､正

･准教授のコンコ/L,ソでは､ポス トを公布 した学部によって任命された一人の正教授と､当雷亥学

問部門に摘する正教授のrPから選ばれた委員 リス トからくじで選ばれた凹銘の正教授によって構

成されることになった｡これは､教員任用の地方化を避ける目的で始まった改革であったが､委

員に選ばれる人員が専門分野のFS艮られた人見である上に､正教授主体の委員構成は､選出の公正

さなどを妨げる危険性が依然として指摘されていた (Trombettl,p505)｡

また､この改革では､正規職員の人件資が基本財軒の9割を超える大学については､コンコル

ソの布告もできず､新規採用もできないと定め､さらに､2011年までの 3年間は､退職正規教

員に必要であった財前r.の 5割の尊EtZE内でのみ､新.呪数日の採用を認めた.これは､教員数を削減

しないとすれば､若手の研究Llや搬教授の採flは 増やす道しか大学に戎されていないことを意味

した｡

ただ､全体としてみれば,国家コンコルソによって選出された ｢適格者｣の中から､各大学の

コンコルソによって瓜終的な選出がおこなわれる手順を明確化するとともに.若手の正規教員を

増加Ⅰさせる施策であったと考えられ､一種の折衷的な改革の方向伯三を示すt)のであったと言える

だろう｡

この一巡の流れを踏まえて､昨年来､文部科学大臣シェル ミーニによって.大学全体のシステ

ムが大きく改革されることとなった｡この現在進行中の改革を定めた法律 (240法)の概略は後

述するが､教員の資格と任用に関しても大きな変革をもたらすものであるo

まず､基本的な国家コンコルソと大学コンコルソの共存は､それ以前の改革を受け継いでいる

が､国家コンコルソで資格付与するという方向が明称化された｡そのため､国家コンコルソに合

格 した者に大学教授資格を16:昧する ｢アビリクツイオ-ネ abil)tazlOne｣の資格が付与されるこ

ととなる｡これは､コンクール方式を採っていたフランスが ｢アヒリタシオン｣を導入 して､ ド

イツ型の大学教授資格方式に転換したことの影響と考えられる.

その手順は､それぞれの専門分野ごとの国家コンコ/L,ソが公布され､そのための国家委員会に

よって選考がなされる｡応拓者の資格は明記されていないが､現状では研究 ドクター学位の取得

者でないと合格は困難と思われる｡合格者はアビリタツイオーネ符格者としてリス トに順序を付

けて掲搬されるO各大孝は必要な分野の人見をリス トの中からi聾んで､各大学ごとのコンコルソ

によって任用を決定する｡

また､一度アビリクツイオーネを取4年した准教授は各大学でおこなわれる正教授のコンコルソ

に応募買できることになっているoもっとも数多いqJF究員については､従来 30代から40代にかけ
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て正規研究員になるという比較的高年齢層が多く､その処遇が問題となってきた｡2009年の段階

でも､正規研究員職を廃止して､3年契約の研究員職のみ残す方針であったものを､ジェルミ-

ニ改革では､正規研究員をprofessoreaggregatoとして研究 ･教育に従事することができるよう

に改革した｡これはフランスのアグレジェの制度の影響とも考えられるが､廃止の方向である研

究員職に対する緊急避難的な制度化の色彩が強い｡この新しい職階が恒常的に定着するかどうか

は､今後の推移を見極める必要がある｡

9.大学教員の地位と職務

一般に､国立大学の正規教員は国家公務員としての身分が保障され､教育 ･研究の自由が与え

られる｡ 法的に承認された私立大学の場合は､国立大学に準じる(Gentile,p.39)｡

職務については､従来明確な規定は存在しなかった｡1980年の法令(DPR382)には､教育 ･研

究や大学の管理運営活動に関する全体的な拘束義務規定は含まれていない｡ただし､医学 ･外科

学部の教職員については､医療関係として病院職員と同等の労働時間が適用された｡これは医学

･外科学部教職員のみ給与体系が異なるためである｡

他の学部の教員の場合､教育活動と学内運営活動等に割くべき時間に関しては､全時間の正規

職員と定時の非正規教員それぞれの年間の時間数が定められている｡

それによると､正規職員の場合､正 ･准教授は､教育活動に年間250時間以上､大学の機関活

動に 100時間､研究員は教育活動に350時間以下が規定されている｡非正規職員の場合､正 ･准

教授は教育に250時間以上､研究員は200時間以下となっている(Rossi,p.181)｡

イタリアの場合､授業は一時間単位でおこなわれるから､教育時間は日本に比べて決して少な

いとは言えない｡ 日本の場合､かりに一般的な義務授業コマ数を前後期それぞれ 5コマとして 1

コマ 1.5時間で計算すると､年間225時間となり､イタリアの場合もそれほど大きな違いはない

と考えられる｡

しかし､この ｢教育活動｣が何を意味するかは明確に規定されていない｡講義や演習という基

本的な授業活動の義務が定められているわけではない｡年間に何週間教えなければならないかに

ついても定められていないのである｡

そのため､必ずしも各大学や学部で解釈が一致せず､明らかに基準以上の授業やチュー トリア

ルな活動をやっている教員も居れば､教育活動全般に熱心でない教員もいることが指摘されてい

る｡ この大学教員の教育活動に対する不均衡は､これまでもしばしば批判の対象となってきた｡

そのため､1999年 (370法)には､対面型の教育が 120時間を超えている教師は特別助成の

対象とされることが定められ､そこから間接的にではあるが､教員の標準的な教育義務時間が年

て正規研究11になるという比較的高年齢屑が多く､その処遇が問題となってきた｡2009年の段階

でも､正規研究員職を廃止 して､3年契約の研究il職のみ放す方針であったものを､ジェルミ一

二改革では､正規研究員をprofessoreaggregatoとして研究 ･教育に従非することができるよう

に改革 した｡これはフランスのアグレシェの制度の影響とも考えられるが､廃止の方向である研

究員暇に対する緊急避難的な制度化の色彩が強い｡この新しい職階が恒常的に定着するかどうか

は､今後の推移を見極める必嬰がある0

9 大学数鼻の地位と職務

一般に､国立大学の正規教員は国家公務員としての身分が保障され､教弔 .研究の自由が与え

られる｡法的に承認された私立大学の勘合は､国立大学に雛じる(Gentlle,p39).

職務については､従来明摘な規定は存在 しなかった｡1980年の法令(DPR382)には､教育 ･研

究や大学の管理運営活動に関する全体的な拘束穀務規定は含まれていないoただし､医学 ･外科

学部の教職11については､医療関係として病院職11と同等の労働時rFj】が適用された｡これは医学

･外科学部教職51のみ給与体系が式なるためである｡

他の学部の教員の場合､教育活動と学内運営活動等に割くべき時F榊こ関しては､全時間の正規

職員と定時の非正規教員それぞれの年FZIJの時Fij】数が定められている｡

それによると､正規職員の場合､正 ･准教授は､教育活動に年間 250時間以上､大学の機関活

動に 100時間､研究ilは教育活動に350時間以下が規定されている｡非正規職員の場合､正 ･耶

教授は教育に 250時間以上､研究員は200時間以下となっている(Rossl,p181)0

イタリアの勘合､授菜は一時間単位でおこなわれるから､教育時F''j旧 日本に比べて決して少な

いとは言えない｡ 日本の場合､かりに一般的な染務投英コマ数を前後才gトそれぞれ 5コマとして 1

コマ 15時間で計算すると､年rF'fJ225時間となり､イタリアの場合もそれほど大きな違いはない

と考えられるQ

しかし､この ｢教育活動｣が何を意味するかは明掛 こ規定されていない｡謂森や妨習という基

本的な授業活動の森務が定められているわけではない0年間に何週間教えなければならないかに

ついても定められていないのである｡

そのため､必ずLt)各大学や学部で解釈が一致せず､明らかに益確以上の授英やチュー トリア

ルな活動をやっている教員も居れば､教育活動全般に熱心でない教員もいることが指摘されてい

る.この大学数11の教育活動に対する不均衡は､これまでもしばしば批判の対象となってきた.

そのため､1999年 (370法)には､対面型の教育が 120時間を超えている教師は特別助成の

対象とされることが定められ､そこから間接的にではあるが､教員の標碑的な教育兵務時間が年

て正規研究fiになるという比較的高年齢屑が多く,その処遇が関越となってきた｡2009年の段階

でも､正規研究員職を廃止 して､3年契約の研究Ll職のみ残す方針であったものを､ジェ/i,ミ一

二改革では､正規研究員をprofessoreaggregatoとして研究 ･教育に従恥することができるよう

に改革 した｡これはフランスのア//レジェの制度の影響とも考えられるが,廃止の方向である研

究員職に対する緊急避難的な制度化の色彩が強い.この新しい職階が恒絹的に定薪するかどうか

は､今後の推移を見極める必要がある｡

9 大学教員の地位と職務

一般に､国立大学の正規教員は国家公務員としての身分が保障され､敬弔 ･研究の自由が与え

られる｡払的に承認された私立大学の城合は､国立大学にilEじる(Gentlle,p39)｡

職務については､従来明確な規定は存在 しなかった｡1980年の法令(DPR382)には､教育 ･研

究や大等の管理運′肖活動に関する全体的な拘束蕪携規定は含まれていない｡ただし､医学 ･外科

学部の教職riについては､医療r娼係として病院職員と同等の労働時Fl'j】が適用された｡これは医学

･外科学部数職flのみ給与体系が共なるためであるC

他の学部の教_Rの場合､教育活動と学内運営活動等に捌くべき時関にI貨】しては､全時F7rJの正規

職員と定時の非正規教flそれぞれの年rEfJの時F関数が定められている｡

それによると､正規職員の場合､正 ･准教授は､教育活動に年間 250時間以上､大学の機関活

動に 100時間､研究Elは教育活動に350時rhrJ以下が規定されている｡非正規職員の場合､正 ･搬

教授は教育に 250時間以上､研究員は200時間以下となっている(Rossl,P181)a

イタリアの勘合､投光は一時間i削立でおこなわれるから､教育時ri1EJは日本に比べて決 して少な

いとは言えない｡ 日本の場合､かりに一般的な粂務投薬コマ数を前後3gトそれぞれ 5コマとして 1

コマ 15時間で剖節すると､年間225時間となり､イタリアの場合もそれほど大きな違いはない

と考えられるo

Lかし､この ｢教育活動｣7)叩Tを怒映するかは明縦に規定されていない｡謂穀や演習という基

本的な授業活動の鶴務が定められているわけではない0年間に何週間教えなければならないかに

ついても定められていないのである｡

そのため､必ずしも各大学や学部で解釈が一致せず､明らかに去⊆碓以上の授兼やチュー トリア

ルな活動をやっている教員も居れば､教育活動全般に熱心でない教員もいることが指摘されてい

る.この大学数11の教育活動に対する不均衡は､これまでもしばしば批判の対象となってきたO

そのため､1999年 (370法)には､対面型の教育が 120時間を超えている教師は特別助成の

対象とされることが定められ､そこから間接的にではあるが､教員の標碑的な教育発務時間が年
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間 120時間と考えられるようになった｡これを受けて､2005年の 230法でも､対面型教育の義

務時間は 120時間相当と定めるに至った｡しかし､現実にはそれより多い時間数で拘束されてい

る教員も多く､再び上記の 1980年の法令 382の規定を適用させる方向が検討されているとのこ

とである(Trombetti,p.510)｡

10.大学教員の給与

国立大学の教員の場合は､国家によって常勤教員のそれぞれの職階ごとに給与レヴェルが定め

られており､各大学に介入の余地はない｡そのことが大学の自治を制限する要因の一つになって

いる｡

国家規定では､二年ごとの等級に分けられ､正規教員については就任時の 0等級から 15まで

の等級がある｡等級ごとに､最大給与等級の 2.5%の昇給がおこなわれる｡昇給は､研究や教育

活動は全く考慮されず､年齢と勤務年数によって決定される｡

前述の 1999年の370法による特別助成金は､本来は教育活動の推進のためのものであったが､

多くの大学はこれを本来の加重労働-の手当として活用せず､大学によっては若手研究員の採用

に転用するところも出てきた｡そのため､この助成金が教員の収入となることは少なかった｡

表 3は､各職階ごとの就任段階の第 0等級と最大の 15等級の給与表である｡

表 3 職階別給与額 (単位 Euro)

職 階 段 階 等級 給与支給月額 手取り月額 (推計)

正教授 最 高 15 10,332 5,889
就任時 0 4,016 2,490

准教授 最 高 15 7,519 4,286
就任時 0 3,040 1,885

研究員 最 高 15 5,544 3,437

☆Trombetti,p.511

まず､正規研究員になると､就任時に支給総月額で 1,705ユーロ支給されるが､これは月額手

取り1,245ユーロと推計される｡ 一般に､イタリアは諸税が高く控除額が大きいためである｡前

述のように､正規大学教員職の出発点に当たる研究員になる年齢は30代後半とかなり高いため､

同年齢層の収入に比べて格段に低く､正規研究員になってもその収入だけでは生活が困難で､他

間 120時間と考えられるようになった｡これを受けて､2005年の 230法でも､対面型教育の義

務時間は 120時間相当と定めるに至った｡しかし､現実にはそれより多い時間数で拘束されてい

る教員も多く､再び上音己の 1980年の法令 382の規定を適用させる方向が検討されているとのこ

とである(Trombettl,p510)｡

10 大学教員の給与

国立大学の教11の場合は､国家によって常勤教11のそれぞれの職階ごとに給与レグェルが定め

られており､各大学に介入の余地はないOそのことが大学の自治を制限する要因の一つになって

いる｡

国家規定では､二年ごとの等級に分けられ､正規教fiについては就任時の 0等級から 15まで

の等級がある｡等級ごとに､1歳大給与等級の 25%の昇給がおこなわれる｡昇給は､研究や教育

活動は全く考感されず､年齢と勤務年数によって決定されるO

前述の 1999年の 370法による特別助成金は､本来は教育活動の推進のためのものであったが､

多くの大学はこれを本来の加重劣働-の手当として活用せず､大学によっては若手研究員の採用

に転用するところも出てきた.そのため､この助成金が教11の収入となることは少なかった｡

表 3は､各職階ごとの就任段階の第 0等紐と広大の 15等級の給与表である.

安3 職階別給与輔 (単位 Euro)

職 階 段 階 等級

正教授 Erを ん 15 10,332 5,889
就任時 0 4,016 2,490

liと教授 拡 √ 15 7,519 4,286
就任時 0 3,040 1,885

研究fl 15 5,544 3,437

★Trombettl,P511

まず､正規研究flになると､就任時に支給総月餅で 1,705ユーロ支給されるが､これは月碩手

取り1,245ユーロと推計される｡-般に､イタリアは課税が高く控除額が大きいためであるo前

述のように､正規大学教臼職の出発点に当たる研究flになる年齢は30代後半とかなり高いため､

同年齢屑の収入に比べて格段に低く､正規研究Dになってもその収入だけでは生活が困難で､他

問 120時問と考えられるようになった｡これを受けて､2005年の 230法でも､対Jd型教育の蕪

務時関は 120時間相当と定めるに至った｡しかし､現実にはそれより多い時Rfl数で拘束されてい

る教員も多く､再び上記の 1980年の法令 382の規定を適用させる方向が検官寸されているとのこ

とである(Trombettl,p510)｡

10 大学教員の給与

国立大学の数日の場合は､国家によって常勤教iiのそれぞれの職階ごとに給与レグェルが定め

られており､各大学に介入の余地はない.そのことが大学の自治を制限する要因の一つになって

いる｡

国家規定では､二年ごとの等掛 こ分けられ､正規教員については就任時の 0等級から 15まで

の等級がある｡等級ごとに､La大給与等級の 25%の昇給がおこなわれる｡昇給は､研究や教育

活動は全く考慮されず､年齢と鋤務年数によって決定される｡

前述の 1999年の 370法による特別助成金は､本来は教育活動の推進のためのものであったが､

多くの大学はこれを本来の加重労働-の手当として括用せず､大学によっては若手研究1-1の採用

に転用するところも出てきた｡そのため､この助成金が教員の収入となることは少なかった｡

衷3は､各Y.W堺ごとの就任段階の第 0等経とJa大の 15等級の給与表である｡

衣3 職階別給与額 (蝉位 Euro)

職 階 段 階 等級

正教授 15 10,332 5,889
就任 0 4,016 2,490

Ff皇教授 良 15 7,519 4,2860 3,040 1,885

研究11 Ja- 15 5,544 3,437

★Trombettl,p511

まず､正規研究ilになると､就任時に支給総月餅で 1,705ユーロ支給されるが､これは月捕手

放り1,245ユーロと推計されるO-般に､イタリアは諸税が布く控除街が大きいためであるQ前

述のように､正規大学教員職の出発点に当たる研究員になる年齢は30代後半とかなり高いため､

同年齢屑の収入に比べて格段に低く､正規研究員になってもその収入だけでは生活が困難で､他
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に副業を持ったり､配偶者の収入 と併せて生活費としている者も多いようである｡

このような状況のため､2005年には､研究員について支給方法の見直しがおこなわれ､就任時

から1年間を特例扱いとし､2年 目に他の等級段階よりも昇給幅の大きい制度が導入された｡研

究員の通常の 1等級あたりの昇給幅は､月額 200ユーロ程度であるが､2年 目の昇給幅は約 430

ユーロとされ､総支給月額 2,128ユーロとなる｡これに､インフレを考慮した年末調整額が加わ

る｡

准教授で就任すると､総支給額約 3,000ユーロ､手取 り約 1,900ユーロとなるが､正規研究員

を長年続けて就任前の給与がこれを上回る場合には､その額に等しい等級で支給される｡これは､

昇進前の勤務年数が考慮される国家公務員の規定が適用されるためである｡

この点は､正教授の場合も同様である｡ 正教授では 1等級あたり約 400ユーロの昇給となって

お り､研究員よりも准教授､准教授よりも正教授 と昇給幅が大きい｡最高で総支給額約 1万ユー

ロに達するが､正規教員になる年齢が全般的に高いため､この最高額に到達する人は僅かである｡

もちろん､この正規給与以外に､私的な収入は別にして､様々な研究機関や公的団体からの委

託研究に対する補助金なども､大学外の活動としての収入源 となっている｡

給与に関係 して問題にされてきたことは､研究 ･教育活動がまったく給与に反映されてこなか

った点である｡そのため､政府は 2009年に給与の昇給システムの見直しをおこなった｡それに

よると､2011年以降の昇給に関しては､1等級昇給する2年間の間に刊行物など研究活動が確認

された場合にのみ昇給が適用されることとなった｡この施策は､前述の研究評価に関連 している｡

もし､この2年間に研究活動が確認されない場合には､定められた昇給額の半額の昇給にとどま

ることになる｡ただ､この昇給システムで問題になるのは､研究活動の範囲をどこまで認定する

のか､また刊行物などの水準をどのように評価するのか､など基準が明確にされていない点で､

この点の詳細な法令化が必要とされている｡ (以上､Trombetti,p.512)

ll.現在進展中の改革動向と課題

既に述べたように､現在イタリアでは大学組織や大学教員の任用などをめぐって､大きな改革

が進められている｡これは大学のみならず初中高等教育全般にわたる改革で､文科大臣ジェル ミ

-ニの名前を採ってジェル ミ-ニ改革と称されている｡

大学に関しては､2010年 12月 30日に公布され､2011年 1月 29日に発効した240法によっ

て､現在の改革の方向が決定された｡同法は､ ｢大学の組織､教員並びに任用に関する規定､さ

らに大学制度の質と効果を奨励するための政府-の委託｣とされ､2011年 7月 20日までに同法

に基づいた新たな規約を作成するように各大学に求めている(Legge30Dicembre2010,n.240,

に副菜を持ったり､配偶者の収入と併せて生活までとしている者も多いようである｡

このような状況のため､2005年には､研究員について支給方法の見直しがおこなわれ､就任時

から 1年間を特例扱いとし､2年目に他の等級段階よりも昇給幅の大きい制度が導入されたo研

究員の通絹の 1等級あたりの4-l給幅は､月毛臼200ユ-ロ程度であるが､2年Elの昇給幅は約 430

ユーロとされ､総支給月額 2,128ユーロとなる.これに､インフレを考慮した年末調整輔が加わ

る｡

准教授で就任すると､総支給締約 3,000ユーロ､手取り約 1,900ユーロとなるが､正規研究員

を長年続けて就任前の給与がこれを上回る場合には､その雀削こ等しい等級で支給されるOこれは､

SI一進前の勤務年数が考慮される国家公務員の規定が適用されるためであるo

この点は､正教授の場合も同様である｡正教授では 1等搬あたり約 400ユーロのP給となって

おり､研究員よりも准教授､准教授よりも正教授と昇給幅が大きい｡厄前で総支給編約 1万ユー

ロに達するが､正規教員になる年齢が全般的にf"･lL､ため､この点南街に到達する人は僅かであるo

もちろん,この正規給与以外に､私的な収入は別にして､様々な研究機関や公的Efl体からの委

託研究に対する補助金なとも､大学外の活動としての収入折となっているQ

給与に関係 して間越にされてきたことは､研究 ･教育活動がまったく給与に反映されてこなか

った点である.そのため､政J糾ま2009年に給与の昇給システムの見直しをおこなった｡それに

よると､2011年以降の昇給に関しては､1等級昇給する2年間の問に刊行物など研究活動が確認

された場合にのみ昇給が適用されることとなった｡この施策は､前述の研究評価にJ葵1述 している｡

i)し､この2年間に研究活動が確許されない場合には､定められたFL給宅臼の半徹の昇給にとどま

ることになるQただ､この昇給システムで問題になるのは､研究活動の範囲をどこまで認定する

のか､また刊行物などの水準をどのように評価するのか､など益準が明確にされていない点で､

この点の詳細な法令化が必嬰とされている.(以上､Trombettl,p512)

11 現在進展中の改革動向と課題

既に述-たように､現在イタリアでは大学組織や大学教員の任用などをめぐって､大きな改革

が進められている.これは大学のみならず初中高等教育全般にわたる改革で､文科大臣ジェル ミ

一二の名前を採ってジェルミ一二改革と称されている｡

大学に関しては､2010年 12月30Elに公布され､2011年 1月29日に発効した240法によっ

て､現在の改革の方向が決定された｡同法は､ ｢大学の組紙､教fl並びに任用に関する規定､さ

らに大学制度の質と効米を奨励するための政府-の委託｣とされ.2011年 7月 20日までに同法

に基づいた新たな規約を作成するように各大学に求めている(Legge30DICelnbre2010,n240,

に副菜を持ったり､配偶者の収入と併せて生活までとしている者も多いようである｡

このような状況のため､2005年には,研究員について支給方法の見直しがおこなわれ､就任時

から1年間を特例扱いとし､2年 Elに他の等E級段階よりも57給幅の大きい制度が導入された｡研

究員の通常の 1等級あたりの昇給幅は､月餅200ユーロ程度であるが､2年Elの昇給幅は約 430

ユーロとされ､紐支給月額 2,128ユーロとなる｡これに､インフレを考慮した年末調整額が加わ

る｡

准教授で就任すると､総支給郷約 3,000ユーロ,手取り約 1,900ユーロとなるが､正規研究D
を長年続けて就任前の給与がこれを上l司る場合には､その観に等 しい等級で支給される｡これは.

昇進前の勤務年数が考慮される国家公務員の規定が適用されるためであるO

この点は,正教授の場合も同様である｡正教授では 1等勉あたり約 400ユーロの昇給となって

おり､研究員よりも村長教授､准教授よりも正教授と昇給幅が大きい｡瓜高で総支給簡約 1万ユー

ロに達するが､正規教員になる年齢が全般的に7"I)いため､この)鼓高軸に到達する人は僅かである｡

もちろん,この正規給与以外に､私的な収入は別にして､様々な研究機関や公的団体からの委

託研究に対する補助金なども､大学外の活動としての収入淑となっている｡

給与に関係 して関越にされてきたことは､研究 ･教育活動がまったく給与に反映されてこなか

った点である.そのため､政府は 2009年に給与の昇給./ステムの見直しをおこなった｡それに

よると､2011年以降の昇給に関しては､1等級昇給する2年間の関に刊行物など研究活動が祉認

された場合にのみ昇給が適用されることとなった｡この施策は､前述の研究評価にJ葵J速 している.

もし､この2年間に研究活動が確認されない場合には､定められた月給籾の半額の月給にとどま

ることになるCただ.この昇給システムで関越になるのは､研究活動の範潤 をどこまで認定する

のか､また刊行物などの水準をどのように評価するのか､など益準が明確にされていない点で､

この点の詳細な法令化が必嬰とされている｡(以上､Trombettl,p512)

11 現在進展中の改革動向と課題

既に述-たように､現在イタリアでは大学組臓や大学教員の任用などをめぐって､大きな改革

が進められている｡これは大学のみならず初中高等教育全般にわたる改革で､文科大臣ジェル ミ

一二の名前を採ってジェル ミ一二改革と称されている｡

大学に関しては､2010年 12月30Elに公布され､2011年 1月 29Elに発効した240法によっ

て､現在の改革の方向が決定された｡同法は､ r大学の組紙､教fl並びに任用にr姻する規定,さ

らに大学制度の債と効炎を奨励するための政府-の委託｣とされ､2011年 7月 20Flまでに同法

に基づいた新たな規約を作成するように各大学に求めている(Legge30DICeLnbre2010,n240,




